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第
31
回
栃
木
県
本
場
結
城
紬

織
物
競
技
展
示
会
の
開
催

●
内
　
容

伝
統
的
な
高
度
の
わ
ざ
を
生
か

し
て
組
合
員
が
織
っ
た
結
城
紬
を

一
堂
に
集
め
て
展
示
し
ま
す
。

●
日
　
時

11
月
18
日
（
土
）

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

11
月
19
日
（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
場
　
所

小
山
市
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

（
小
山
駅
西
口
ロ
ブ
レ
６
階
）

●
入
　
場

無
料

●
主
催
・
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
本
場
結
城
紬
織
物
協
同
組
合

1
（
49
）
２
４
３
０

タ
ダ
で
残
業
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

さ
せ
て
い
ま
せ
ん
か
？

11
月
は
賃
金
不
払
残
業
解
消
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
で
す
。

賃
金
不
払
残
業
は
、
い
わ
ゆ
る

サ
ー
ビ
ス
残
業
の
こ
と
を
い
い
ま

す
が
、
残
業
代
（
割
増
賃
金
）
が

支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
、
労
働
基

準
法
違
反
に
な
り
ま
す
。

賃
金
不
払
残
業
は
、
長
時
間
労

働
や
過
重
労
働
の
温
床
と
も
な
っ

て
お
り
、
そ
の
解
消
を
図
っ
て
い

く
こ
と
は
、
家
族
と
の
触
れ
合
い

を
含
め
た
心
豊
か
な
生
活
を
送
っ

て
い
く
う
え
で
大
変
重
要
で
す
。

栃
木
労
働
局
で
は
、
本
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
期
間
中
の
11
月
23
日
（
勤

労
感
謝
の
日
）
に
、
労
働
時
間
管

理
や
賃
金
不
払
残
業
に
関
す
る
相

談
に
応
じ
る
た
め
の
無
料
電
話
相

談
を
、
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
日
　
時

11
月
23
日
（
木
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

●
相
談
電
話
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

０
１
２
０
‐
７
９
３
‐
２
８
３

●
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
労
働
局
監
督
課

1
０
２
８
（
634
）
９
１
１
５

組
合
員
を
募
集
し
ま
す

「
南
河
内
農
産
物
加
工
組
合
」

で
は
下
野
市
産
の
農
産
物
を
有
効

に
利
用
し
て
、
ふ
る
さ
と
の
味
の

す
る
漬
物
・
菓
子
・
味
噌
・
た
れ

な
ど
の
開
発
・
加
工
・
販
売
を
行

っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
加
工
組

合
員
と
し
て
、
一
緒
に
活
動
し
て

み
ま
せ
ん
か
？
加
入
を
ご
希
望
の

方
は
、
加
工
組
合
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
！
皆
さ
ん
の
ご
応
募
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
！

●
対
　
象

・
市
内
に
在
住
す
る
方

・
加
工
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
定
期

的
に
農
産
加
工
に
従
事
で
き
る
方

・
年
齢
65
歳
ま
で

●
募
集
人
数

若
干
名

●
内
　
容
　

地
域
の
農
産
物
を
使
い
農
産
加

工
に
従
事
す
る
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

南
河
内
農
産
物
加
工
組
合

下
野
市
磯
部
464

1
（
48
）
２
５
１
１
　

（
火
・
金
・
日
曜
日
の
午
前
８

時
〜
11
時
ま
で
）

農
家
の
方
へ
お
願
い
で
す

冬
場
毎
年
、
多
く
の
市
民
の

方
々
よ
り
、
土
ぼ
こ
り
に
対
す
る

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
市
と

し
ま
し
て
も
大
変
苦
慮
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
少
し
で
も
土
ぼ
こ

り
を
減
ら
す
た
め
に
は
農
家
の

方
々
の
ご
協
力
が
不
可
欠
と
考
え

て
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
農

家
の
方
々
に
麦
・
飼
料
作
物
等
の

作
付
け
を
し
て
い
た
だ
き
た
く
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
耕
作
し
て
い
な
い
土
地

に
つ
き
ま
し
て
は
、
農
業
公
社
を

中
心
に
農
地
の
流
動
化
（
貸
借
）

対
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

産
業
振
興
課
1（
48
）２
１
１
２

農
業
委
員
会
1（
48
）２
１
１
６

農
業
公
社
1（
48
）２
１
１
７

■ひとりで悩まないで
誰もが子育てに悩みを持っています。ひとりで

悩まず、家族や友人、市の相談窓口、子育て支援
センターや児童相談所などに相談しましょう。

■周囲の人の「気づき」から始まる虐待防止
あなたの周りに虐待を受けたのではないかと思わ

れるお子さんがいたら、迷わず児童福祉課や児童相
談所などに通告してください。あなたの秘密は守ら
れます。児童虐待を防ぐためには、一人ひとりが
「子どもを虐待から守る」という意識を持って、地
域や社会全体で子育て家庭を支えていくことが必要
です。子育てしている人が孤立しないよう話し相手
になるなど、皆さんの温かいまなざしと行動が、子
どもたちを虐待から守り、子育ての悩みを抱える親
たちをも救うことにつながります。

＝児童虐待相談窓口＝
●下野市児童福祉課子育て支援係

1 0285（52）1114
●県南児童相談所

1 0285（24）6121




